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医
　
療

　

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
、
母
子

家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
、
後
期
高

齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
有
効

期
限
が
７
月
31
日
㈭
の
た
め
、
対
象

の
方
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
６
月
中
に
案

内
通
知
を
送
付
し
ま
し
た
が
、
更
新

申
請
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
至
急

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
後
、
内
容
の
審
査
を
行
い
、

受
給
対
象
と
な
る
方
に
は
７
月
末
ま

で
に
８
月
以
降
使
用
で
き
る
障
害
者

医
療
費
受
給
者
証
、
母
子
家
庭
等
医

療
費
受
給
者
証
、
後
期
高
齢
者
福
祉

医
療
費
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

旧
受
給
者
証
は
、
８
月
以
降
、
市

役
所
へ
返
却
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
227

　
・
217
）

体
育
セ
ン
タ
ー
・

武
道
館

利
用
予
約
方
法
の
変
更

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新

　

10
月
１
日
㈬
の
利
用
よ
り
、
体
育

セ
ン
タ
ー
お
よ
び
武
道
館
の
利
用
予

約
方
法
を
変
更
し
ま
す
。

　

現
在
、
体
育
館
お
よ
び
武
道
館
に

つ
い
て
は
、
利
用
日
の
３
か
月
前
か

ら
申
込
み
を
先
着
順
に
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　

変
更
後
は
、
奇
数
月
の
１
日
～
10

日
の
間
に
、
翌
月
お
よ
び
翌
々
月
の

2
か
月
分
の
利
用
希
望
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
□例
12
月
５
日
と
１
月

９
日
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
→
11

月
１
日
～
10
日
に
利
用
希
望
を
提
出

す
る
。）

　

調
整
を
行
っ
た
の
ち
、
22
日
に
体

育
セ
ン
タ
ー
で
利
用
計
画
を
発
表
し

ま
す
。

　

10
月
１
日
以
降
の
利
用
希
望
提
出

は
、
９
月
１
日
か
ら
体
育
セ
ン
タ
ー

で
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
予
約
方
法
に
つ
い
て

は
、
グ
ラ
ン
ド
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の

予
約
方
法
と
同
様
で
す
。

問
合
せ
先

・
□市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
330
）

　

事
業
場
で
、
就
業
規
則
の
作
成
・

改
正
、
賃
金
制
度
の
整
備
、
労
働
能

率
の
増
進
に
資
す
る
設
備
・
器
具
の

導
入
、
研
修
な
ど
の
業
務
改
善
を
行

う
と
し
て
い
る
場
合
で
、
事
業
場
内

に
800
円
未
満
の
時
間
給（
時
間
換
算

額
）の
労
働
者
が
お
り
、
最
も
低
い

時
間
給（
時
間
換
算
額
）の
労
働
者
の

賃
金
を
40
円
以
上
引
き
上
げ
た
場
合
、

業
務
改
善
に
要
す
る
費
用
を
一
定
の

範
囲
で
助
成
し
ま
す
。

助�
成
額　

表
の
助
成
対
象
経
費
に
補

助
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
基
準
額

を
比
較
し
て
、
い
ず
れ
か
少
な
い

額
が
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。（
た

だ
し
、
下
限
は
10
万
円
と
し
、
そ

の
場
合
の
助
成
額
は
、
５
万
円
）

※	

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

　

愛
知
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課

　

☎
０
５
2
‒
９
７
2
‒
０
2
５
７

ス
ポ
ー
ツ

労
　
働

・
体
育
セ
ン
タ
ー

　

☎
５
2
‒
３
4
１
５

中
小
企
業
最
低
賃
金
引
き

上
げ
支
援
対
策
費
補
助
金

基準額 助成対象経費 補助率

１00万円

交付要綱第３条第１項に掲げる経
費のうち、謝金、旅費、借損料、
会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、原材料費、機械装置等購
入費、試作・実験費、造作費及び
委託費

２分の１

４分の３
（常時使用労働者が、企業全体で
30人以下の事業場）

◆「
電
気
工
事
士
技
能
講
座
」

対�

象　

第
二
種
電
気
工
事
士
の
資
格

取
得
を
め
ざ
す
方

と�

き　

７
月
19
日
㈯
・
20
日
㈰（
全

2
日
間
）

・
１
日
目
…
午
前
９
時
10
分
～
午
後

　

4
時
30
分

・
2
日
目
…
午
後
３
時
40
分
ま
で

と�

こ
ろ　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門

校
定
員　

20
人

受
講
料　

2
，
３
０
０
円

費�

用　

材
料
・
テ
キ
ス
ト
代（
各
自

で
用
意
）

募
集
期
限　

７
月
11
日
㈮（
必
着
）

申�

込
方
法　

は
が
き
に
講
座
名
・
郵

便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
電
話
番
号
・
勤
務
先
・
勤
務

先
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
申

込
※�

E
メ
ー
ル
は
、
学
校
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
申
込
方
法
に
し
た
が
っ
て
申

込
※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

申
込
先

　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校　

　

�

〒
4
4
4
‒
１
３
2
4

　

碧
海
町
四
丁
目
１
‒
６

　

☎
５
３
‒
０
０
３
１

　

５
2
‒
4
５
７
５

　

�http://w
w
w
.pref.aichi.jp/

shugyo/koukyou/takaham
a/

在
職
者
対
象
訓
練


